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第２回 都市計画道路田辺旭ヶ丘線再評価委員会 議事要旨 

平成 29 年 5 月 30 日（火）10：00～12：00 

フローラルセンター ３Ｆ会議室 

 

■開会からの流れ 

委員会次第に沿って進行。 

・委員会の成立について 

・第 1 回都市計画道路田辺旭ヶ丘線再評価委員会の検討課題についての説明 

・検討課題に関する審議 

・都市計画道路田辺旭ヶ丘線再評価における意見具申案についての説明 

・意見具申案の内容に関する審議 

・都市デザイン部森本部長による閉会のあいさつ 

 

― 質疑応答 ― 

①第 1回都市計画道路田辺旭ヶ丘線再評価委員会の検討課題について 

 

＜田中委員＞ 

・国分図書館があるため、自転車利用を促進していくことが考えられるが、駐輪場の駐車容量は

許容できる範囲に収まっているか。違法駐輪の懸念はないか。 

・自転車道は改めて設置する必要があるという認識でよいか。 

・アドプトロードを促進させるような取り組みや地域団体はあるか。 

 

＜事務局の回答＞ 

・国分図書館に聞き取り調査を実施した結果、駐輪場はいつも満車状態になるとのことだったが、

違法駐輪するまでには至っていないとのことである。 

・道路規格の関係上、幅員を考えると自転車道を設置することは厳しい。そのため、路肩に矢羽

根標示や文字標示、色分け等を施すことにより自転車が通れる工夫を何らかの形で検討する。 

・現場での工事が始まっていない状況もあり、地域と意見交換をする段階には至っていない。今

後、そのような段階になった際には、地元に意向調査を行い、参加していただけるよう働きか

けることで、地域に根付く形で取り組んでいきたい。 

 

＜柳原委員＞ 

・アドプトロードの計画は現在、東側区間のみとなっているが、西側に新たに道路ができるので、

そこを活用していただきたい。 

・高架下空間の活用方法も並行して検討していただきたい。 
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＜事務局の回答＞ 

・西側区間については、道路規格の関係上、幅員が狭く、きっちりとした幅員の歩道を設けられ

ない見込みであるため、スペース的にアドプト活動を行うことは難しいと考えている。地域と

連携しながら、何か取り組んでいけることがないか、模索しながら検討したい。 

・高架下空間の利用方法についても、関係部署、地元等と検討していく。 

 

＜井上委員＞ 

・道路のあるところに放置自転車が置かれるという印象があるため、新たな道路整備により自動

車や人が多くなれば、放置自転車が増えることをある程度覚悟しなければならない。高架下空

間については、駐輪場等に活用する手段もあるかと思われる。 

 

＜事務局の回答＞ 

・ご指摘いただいた観点からも今後検討していく。 

 

＜田中委員＞ 

・アドプトは美化活動であると捉えており、自動車中心の道路であれば、ゴミのポイ捨てが大き

な問題であると考える。新しい道路ができて、きれいな状態を維持していくためには、美化活

動ができる体制をすぐとれるよう、積極的な早めの地域への働きかけが必要である。 

 

＜事務局の回答＞ 

・ポイ捨てを防ぐため、例えば高架下空間を締め切る等、ゴミを捨てられない状況を作りだすこ

とも検討する。 

・植樹帯等にゴミを捨てられることについては、地域の方と一緒にアドプト等を活用し、対応し

ていきたい。 

 

＜後藤委員長＞ 

・田中委員の話にあったように、早めの情報開示は、今後事業を進める際にはぜひ考慮していた

だきたい。 

・質問がないようなので、当委員会の再評価としての答申を整理し、意見具申という形でまとめ

たい。 
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②意見具申案の内容について 

 

＜田中委員＞ 

・通過するまちとならないよう、住民が主体となって、地域愛を持って、地域を育むことが大事

である。「地域住民の暮らしに根付く」といった文言を入れていただきたい。 

 

＜柳原委員＞ 

・歩行者、自転車の安全な通行空間に配慮するという内容を事業の目的として掲げているが、具

申案にそれに関する内容の記述がないため、「歩行者・自転車の交通安全に配慮する」といっ

た文言を入れていただきたい。 

 

＜井上委員＞ 

・道路が新たに整備されることで、自転車が増え、地域住民が困るという懸念があるため、それ

ら生活環境に関する様々な不具合に対し、十分配慮するという文言を入れていただきたい。 

 

＜後藤委員長＞ 

・ご指摘いただいた内容を踏まえ、最終的な「都市計画道路田辺旭ヶ丘線再評価」の意見具申と

する。 

 

■閉会 

 

■閉会後、市長室へ意見具申提出 

 

以上 


